
子育て支援・少子化対策にかかる基本計画について 

 

１ 策定の趣旨 

子育て支援・少子化対策条例第 8 条に基づき、子育て支援・少子化対策

を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画を定めるもの。 

併せて、今年度末で計画期間が終了する次世代育成支援対策推進法に基

づく県の行動計画「未来とやま 子育てプラン」に代わる新しい計画とし

て策定するもの。 

 

２ 計画の概要 

（１）計画の性格、位置付け 

・子育て支援・少子化対策条例に基づく計画 

・次世代育成支援対策推進法に基づく後期行動計画 

 

（２）計画期間 

・平成 22 年度から平成 26 年度までの５か年 

 

（３）計画の内容 

   条例第 8 条に規定する事項について、次世代育成支援対策推進法に基

づく後期行動計画策定指針に留意しながら、具体的に記載する。 

①目標 

②基本方針 

③施策の基本となる事項（４つの基本施策体系別）    

    ○家庭・地域における子育て支援   

○職業生活と家庭生活との両立  

○子どもの健やかな成長  

○経済的負担の軽減 

④目標指標 

 
 

３ 計画の検討スケジュール（案）・・・次ページのとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 



基本計画の検討スケジュール（案） 

年 月 子育て支援・少子化対策県民会議/基本計画策定部会 県民意見の聴取 
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（条例の普及、子育て支援・少子化対策の課題等） 
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（計画の内容案（中間報告）） 
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（計画最終案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの県の取組みの流れ 

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の

実施（ 11 月下旬～ 12 月

下旬）   

・第１回子育て支援・少子化対策県民会議 (9/3) 

・第２回子育て支援・少子化対策県民会

・第３回子育て支援・少子化対策県民会

子育てミーテ

ィング（県内４

箇所：１１月～

１月）  

・第２回基本計画策定部会  

・第３回基本計画策定部会  

・第１回基本計画策定部会

参 考  



県  国  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成１８年２月 未来とやま子育てプラン  
       全体１０年計画  

次世代育成富山県行動計画  
     （前期：平成 17 年度～21 年度）  
 
 
 
平成２１年６月子育て支援・少子化対策条例  

公布  
 
 
 
 
 
 
 

平成２２年３月新プラン（基本計画の策定） 

次世代育成富山県行動計画  
      （後期：平成 22 年度～26 年度） 

 
平成１５年７月 次世代育成支援対策推進法  

  少子化社会対策基本法  
     
 
 
平成１６年６月    少子化社会対策大綱  
 
平成１６年１２月 子ども・子育て応援プラン  

 （平成 17 年度～平成 21 年度） 
 
平成１７年４月   
 
 
 
 
 
 
 
平成２０年  
 
平成２１年  
 
 
 
 
 
平成２１年１２月少子化社会対策大綱の改定  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

地方公共団体、

企業等における

行 動 計 画 の 策

富山県子育て支援・

少子化対策県民会議

で基本計画を審議  


